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旭川流域委員会準備会（第１回）の開催について

　１．趣旨：別紙①参照

　２．委員構成：学識経験者、弁護士、マスコミの方々で組織【別紙②参照】

　　　　　　　　その他、オブザーバーとして行政関係者および河川管理者

　３．開催回数：今年度に数回程度開催予定

　４．第１回準備会の開催日時・場所

  　  日　　時：平成１４年２月２２日（金）９時～１２時

   　 場　　所：ホテルサンルート岡山　２階備前の間

　５．参考：関連河川法条文【別紙③参照】



別紙①　　流域委員会準備会の趣旨

　
平成９年の河川法改正により、河川管理者は河川整備の長期的な計画の基本となるべき事項（河

川整備基本方針）と、今後 20～30 年間の具体的な河川整備に関する事項（河川整備計画）を定め

ることになりました。

中国地方整備局は、「旭川河川整備計画案（直轄管理区間を基本）」の策定にあたり、同整備計画

の原案及び関係住民意見の反映のあり方について審議を行う「旭川流域委員会」の設置を予定して

います。

流域委員会設置にあたり、旭川では流域委員会のあり方（構成、メンバー等）について、学識経

験者等から提言を受けるため、「旭川流域委員会準備会」を設置します。

流域委員会準備会の役割は次のとおりです。

① 流域委員会の構成（部会の設置等）の提言

② 流域委員会（各部会も含む）メンバーの選定

③ 関係住民等の意見聴取方針の提言



別紙②　　委員一覧表
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宏 之 河川工学

岡山大学文学部教授       
ひ さ の

久 野　　
のぶよし

修 義 人文・歴史
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事務局：国土交通省岡山河川工事事務所



別紙③　　関連河川法条文

（河川整備基本方針）

第 16 条　河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事の実

施及び河川の維持（次条において「河川の整備」という）についての基本となるべき方針に関する

事項（以下「河川整備基本方針」という。）を定めておかなければならない。

２　河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮

し、かつ、国土総合開発計画との調整を図って、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水

系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。

３　建設大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、河川審議会の意見を聴か

なければならない。

４　都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事が

統括する都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見

を聴かなければならない。

５　河川管理者は、河川基本整備方針を定めたときには、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。

６　前３項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。

（河川整備計画）

第 16 条の２　河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間

について、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」という。）を定めておかなけ

ればならない。

２　河川整備計画は河川整備基本方針に即し、政令で定めるところにより、当該河川の総合的

な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降

雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災

害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講じるように特に配慮しなければ

ならない。

３　河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めると

きは、河川に関し学識経験者を有する者の意見を聴かねばならない。

４　河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等

関係住民の意見を反映させるため必要な措置を講じなければならない。

５　河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところ

により、関係都道府県知事又は関係市町村の意見を聴かねばならない。

６　河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

７　第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。



改正前の計画制度 新しい計画制度

 工事実施基本計画 
        　長期計画

　　　　　基本方針，基本高水流量，計画高

　　　　　水流量，主な河川工事の内容

 河川工事  

 河川整備基本方針 
　　　　　長期計画

        　基本方針，基本高水流量，計画高

　　　　　水流量

 河川整備計画 
　　　　　20～30 年後までの

        　河川工事、河川の維持の内容

 河川工事・河川の維持  

 河川整備基本方針案の作成

　　　　　　　河川審議会
　　　　　　　（一級河川）
　　　　　　　都道府県河川
　　　　　　　審議会
　　　　　　　（二級河川）

 河川整備基本方針の決定

 原案

　　　　　　　学識経験者
　　　　　　　地域住民
　　　　　　　
 河川整備計画案の作成

　　　　　　　地方公共団体
　　　　　　　の長
　　　　
 河川整備計画の決定

 工事実施基本計画の作成

　　　　　　　河川審議会
　　　　　　　（一級河川）

 工事実施基本計画の決定

意見

意見

意見

意見
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